
（介１８）

平成２７年５月１２日

都道府県医師会

介護保険担当理事

　

殿

日本医師会常任理事

鈴

　

木

　

邦

　

彦

療養機能強化型介護療養型医療施設に関する通知の一部改正

およびＱ＆Ａについて

　

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　

平成２７年度介護報酬改定においては、介護療養型医療施設における新たな評価として、療

養機能強化型介護療養型医療施設 （以下、療養機能強化型Ａ・Ｂ） に係る報酬が設けられ、 本

年３月２７日に厚生労働省より、報酬算定に係る留意事項通知（指定居宅サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月８日老企第４０号）の

一部改正）が発出されたところです。

本年３月２７日に発出された当該通知においては、 療養機能強化型Ａ・Ｂの要件である入院

患者のうち一定の医療処置を受けている者等の解釈が示されていたところですが、今般、 当

該通知が一部改正され、本年４月２８日に厚生労働省より都道府県等行政宛てに通知および介

護療養型医療施設に関するＱ＆Ａが発出されましたのでご連絡申し上げます。

今般発出された一部改正通知およびＱ＆Ａにおいては、本年３月２７日に示された療養機能

強化型Ａ・Ｂの要件である入院患者のうち一定の医療処置を受けている者等の解釈が一部緩和

されているとともに、療養機能強化型Ａ・Ｂにおける生活機能を維持改善するリハビリテーシ

ョンの考え方等が示されております。

つきましては、 貴会におかれましても本内容をご了知いただき、 貴会傘下の郡市区医師会

および会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

なお、今般の一部改正通知等を含め、平成２７年度介護報酬改定に関する官報や通知等につ

きましては、 近日中にこれらを取り纏めたものを貴会宛てにお送りさせていただく予定であ

りますとともに、 電子媒体を本会ホームページメンバーズルームにアップロードしておりま



すことを申し添えます。

（添付資料）

・「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 （短期入所サービス及び特定施設入居者
生活介護に係る部分） 及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について」 の一部改正について」 等の送付について

（平２７．４．２８ 老老発０４２８第２号 厚生労働省老健局老人保健課長通知）

・「平成２７年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するＱ＆Ａ（平成２７年４月２８日）」 の

送付について

（平２７．４．２８

　

事務連絡

　

厚生労働省老健局老人保健課）

【参考】 平成２７年３月２７日厚生労働省発出通知

　

関係部分抜粋
「短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費

用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について （平成１２年３月８日老企第

４０号）」



公益社団法人日本医師会長

横倉 義武

　

殿

　　　　　　　　　

　 　 　

厚生労働省老健局老人保健課 罫魅同書記

　

「「指定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に関する基準 （短期入

所サー ビス及 び特定施設入居者生活介護に係る部分） 及び指定施設サ

ー ビス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について」 の一部改正について」 等の送付について

　

日頃より、 介護保険制度の円滑な実施にご尽力頂きま して厚く御礼

申し上げます。

　

さ て、 標 記 に つ き ま して は、 別 添 の 通 知 等 が 平 成２７年 ４月２８日 付 け

で各都道府県知事、 指定都市市長、 中核市市長宛て送付されま したの

で、 その趣 旨を御了知いただき、 傘下会員に対する御周知 方よろしく

お 願 い い た しま す。



老老発０４ ２ ８第１号

平成２ ７年 ４ 月

　

２８ 日

　

都道府県知事

各

　

指定都市市長

　

殿

　

中 核 市 市 長

厚生労働省老健局老人保健課長

（公印省略）

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特疋コ癒設

入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準

の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

　

今般、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特

定施設入居者生活介護に係る部分）及び指蔵癒設サービス等に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月８日老企発第４０号厚生省老

人保健福祉局企画課長通知）を別紙のとおり、平成２７年４月２８日付けで一部改正及び適用

しましたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとと

もに、 その取扱いに当たっては遺漏なきよう期されたい。

　

尚、介護療養型医療施設における療養機能強化型の基本施設サービス費の４自分の算定に

係る取扱いについては、本来であれば平成２７年４月１日迄に介護療養型医療施設（療養機

能強化型）の基本サービス費に係る届出を提出すべきところであるが、今般の一部改正等の

対応を踏まえ、当該届出の提出期限の延長を検討するなどの配慮をお願いいたしたい。



ｏ老熟鶴諺磯灘明量躍懸終溺難謝琶鱈擬な誉橋瀦臨離精翻掘騒墨鰭メ鮒雛醜鋸弱静
（変更点は下線部｝

改

　　　　　　　

正

　　　　　　　

前 改

　　　　　　　

正

　　　　　　　

後

第一

　

（略）
第二

　

居宅サービス単位数表 （短期入所生活介護費から特定施設入居者
生活介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表

　

１・２

　

（略）

　

３

　

短期入所療養介護費

　　

（１）～〔４） （略）

　

（５） 病院又は診療所における短期入所療養介護

　　

① （略）

　　

②

　

病院療養病床短期入所療養介護費 （１）（ａ）、（ｉｎ）、（ｖ）

　　　

若 しく は （汎） 若 しくは （江） （の 若しくは （Ｎ） 又はユニッ

　　　

ト型病院療養病床短期入所療養介護費 （亘）（皿）（Ｖ） 若しく

　　　

は （‐Ｗ） を算定するための基準について

　　　

イ～ニ

　

（略）

　　　

ホ

　

施設基準第１４号ニ（２）口ｂの 「経管栄養」 の実施とは、 経鼻

　　　　

経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。 ま

　　　　

た、 過去１年間に経管栄養が実施されていた者であって、 経

　　　　

口維持加算を算定されているものについては、 経管栄養が実

　　　　

施されている者と して取り扱うものとすること。 「イ ンスリン

　　　　

注射」 の実施においては、 自 ら実施する者は除くものである

　　　　

こ と。

第一

　

（略）
第二

　

居宅サービス単位数表 （短期入所生活介護費から特定施設入居者
生活介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表

　

１・２

　

（略）

　

３

　

短期入所療養介護費

　

（１）～（４） （略）

　

（５｝

　

病院又は診療所における短期入所療養介護

　　

① （略）
②

　

病院療養病床短期入所療養介護費 （１）（ｉｉ）、（ｉｎ）、（ｖ）
若 しく は （汎） 若 しく は （ｎ） （ｉｉ） 若 しく は （Ｎ） 又はユニ

　

ット型病院療養病床短期入所療養介護費 （１１）（ｍ）（Ｖ） 若し
くは （Ｗ） を算定するための基準について
イ～ニ

　

（略）

ホ

　

施設基準第１４号ニ（２）口ｂの 「経管栄養」 の実施とは、 経鼻

　

経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。 た

　

だし、 過去１年間に経管栄養が実施されていた者 （入院期間

　

が１年以上である入院患者にあっては、 当該入院期間中 （入

　

院時を含む。） に経管栄養が実施されていた者） であって、

　

経ロ維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されている者

　

については、 経管栄養が実施されている者として取り扱うも

　

のとすること。「略療吸引」 の実施とは、 過去１年間に噂疲

　

吸引が実施されていた者 （入院期間が１年以上である入院患

　

者にあっては、 当該入院期間中 （入院時を含む。） に略療吸

　

引が実施されていた者） であって、 口腔衛生管理加算又は口

　

腔衛生管理体制加算を算定されている者‐（平成２６年度以前に

　

おいては、ロ腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制

　

加算を算定されていた者） については、 略疲吸引が実施され

　

ている者と して取り扱うものとすること。「イ ンスリン注射」

‐ １ ‐



へ・ ト

　

（略）

　　

チ

　

施設基準第１４号ニ（２）回における 「生活機能を維持改善する

　　　

リハ ビリテーション」 とは、 以下の考え方によるものとする。

　　　

ａ

　

可能な限りその入院患者等の居宅における生活への復帰

　　　　

を目指 し、 日常生活動作を維持改善するリハ ビリテーショ

　　　　

ンを、 医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種

　　　　

の共同によって、 療養生活の中で随時行うこと。

　　　

ｂ ・ ｃ

　

（略）

　　

リ

　

（略）
（６）～Ｑ５’ （略）

４～７

　

（略）

　　　

の実施においては、 自ら実施する者は除くものであること。

　　

へ・ ト

　

（略）

　　　

チ

　

施設基準第１４号ニ（２）四における 「生活機能を維持改善する

　　　

リハ ビリテーショ ン」 とは、 以下の考え方によるものとする。

　　　

ａ

　

可能な限りその入院患者等の居宅における生活への復帰

　　　　

を目指 し、 日常生活動 作を維持改善するリハ ビリテーショ

　　　　

ンを、 作業療法士を中心とする多職種の共同によって、 医

　　　　

師の指示に基づき、
．療養生活の中で随時行うこと。

　　　

ｂ ・ ｃ

　

（略）

　　

リ

　

（略）
（６）～Ｑ５０

　

（略）
４～７

　

（略）

‐ ２ ‐



事

　　

務

　　

連

　　

絡

平成２７年４月 ２８日

　

都道府県

各

　

指定都市 介護保険主管部 （局） 御中
中

　

核

　

市

厚生労働省老健局老人保健課

「平成２７年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するＱ＆Ａ（平成
２７ 年４月 ２８日）」 の送付について

　

介護保険制度の運営につきましては、 平素より種々ご尽力をいただき、 厚く

御礼申し上げます。

　

本日、 「平成２７ 年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するＱ＆
Ａ（平成２７ 年４月 ２８日）」 を送付いたしますので、 貴県又は貴市におかれまし

ては、御了知の上、 管内市町村又は事業所等にその周知を徹底し、その取扱い
に当たっては遺漏なきようお願い申し上げます。



平成２７年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するＱ＆Ａ

（平成２７ 年４月２８日）

【介護療養型医療施設】

○

　

療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について

問１

　

「療養機能強化型」 の算定要件のうち、「算定日の属する月の前三月間における入院

患者等のうち、 略療吸引、 経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合」 と

あるが、 これらの処置について実施回数自体に関する規定があるか。（一日当たり何回以上

実施している者等）

（答）

　

略療吸引、 経管栄養又はインスリン注射の実施の頻度は、 医学的な必要性に基づき判

断されるべきものであり、 本要件は実施の有無を見ているもので、 １日当たりの吸引の

回数や月当たりの実施日数についての要件を設けていない。

問２

　

同一の者について、「重篤な身体疾患を有する者」 の基準及び 「身体合併症を有する

認知症高齢者」 の基準のいずれにも当てはまる場合は、 いずれか一方にのみ含めるもの

　

としているが、 同一の者について、「略疲吸引」 と 「経管栄養」 の両方を実施している場

合、 要件に適合する者は１人と数えるのか、 ２人と数えるのか。

（答）

　

前者の要件は、当該施設の重篤な身体疾患を有する患者及び基準及び身体合併症を有

する認知症高齢者の受け入れ人数を評価しているものであり、 重篤な身体疾患を有する

者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準のいずれにも当てはまる患者であ

っても、 施設として実際に受け入れた患者の人数については１人と数える。

　

一方、 後者の要件は、 当該施設で行われる処置の実施を評価しているものであり、 同

一の患者であっても、 略療吸引と経管栄養の両方を実施していれば、 ２つの処置を実施

しているため、 噂疲吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含め、 この場合に

は２人と数える。

　

※

　

平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成２７年４月１日） の問１５１について

　　

は削除する。

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

１

　　

「生活機能を維持改善するリハビリテーション一 日ま、 どのようなものか。

　　

１問３

　

（答）

　　

療養機能強化型介護療養型施設における生活機能を維持改善するリハビリテーション

　

とは、 機能訓練室の内外を問わず、 また時間にこだわらず、 療養生活において排他や食

　

事動作等の自立に向けて随時行われるものである。

１ー



問４

　

「生活機能を維持改善するリハビリテーション」 の考え方として、「作業療法士を中

心とする多職種の共同によって、 医師の指示に基づき、 療養生活の中で随時行うこと」 が

挙げられているが、 当該施設に作業療法士が配置されていない場合には、 要件を満たさな

いことになるのか。

（答）

　　

生活機能の維持改善に当たっては特に作業療法士の関与が重要であり、 作業療法士を

　

中心とすべきという理念を示しているところである。 当該理念を踏まえ、 生活機能を維

　

持改善するリハビリテーションを実施していることが要件として求められており、 実際

　

の作業療法士の配置を要件としているものではない。

問５

　

ターミナルケアに係る計画の様式及び内容はどのようなものが望ましいか。

　　　　　　　

　

　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

（答）

　　

ターミナルケアに係る計画の様式及び内容については、 患者及びその家族等の意向を

　

十分に反映できるよう、 各施設で工夫することが望ましい。 なお、 当該計画は診療録や

　

施設サービス計画に記載しても差し支えない。 ただし、 記載がターミナルケアに係る計

　

画であることが明確になるようにすること。

２



（変更点は下線部）

改

　　　　　　　

正

　　　　　　　

前 改

　　　　　　　

正

　　　　　　　

後

２

第一
１

届出手続の運用
届出の受理

（１） 届出書類の受取り、 要件審査、 届出の受理及び国保連合会等へ
の通知

　　

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 （訪

　

問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分） 及び指定居宅

　

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

　

上の留意事項について」 （平成１２年３月 １日老企第３６厚生省老人

　

保健福祉局企画課長通知。 以下 「訪問通所サービス通知」 という

　

。）第一の１の（１）から嶋）までを準用する。
（２） 届出に係る加算等の算定の開始時期

　

届出に係る加算等については、 届出が受理された日が属する月

　

の翌月 （届出が受理された日が月の初日である場合は当該月） か

　

ら算定を開始するものとする。

　

届出事項の公開等
訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。

第二

　

居宅サービス単位数表 （短期入所生活介護費から特定施設入居者

　

生活介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表

　

１

　

通則

　

（１） 算定上における端数処理について

　

訪問通所サー ビス通知の第二の１の（１｝を準用する。
（２） 入所等の日数の数え方について

①

　

短期入所、 入所又は入院の日数については、 原則として、 入

　

所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。
②

　

ただし、 同一敷地内における短期入所生活介護事業所、 短期

　

入所療養介護事業所、 特定施設又は介護保険施設 （以下②及び

　

③において 「介護保険施設等」 という。）の間で、 又は隣接若し

　　

くは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員

第一 届出手続の運用

　

１

　

届出の受理

　

（１） 届出書類の受取り、 要件審査、 届出の受理及び国保連合会等へ

　　

の通知

　　　　

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 （訪

　　　

問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分） 及び指定居宅

　　　

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

　　

上の留意事項について」 （平成１２年３月 １日老企第３６厚生省老人

　　　

保健福祉局企画課長通知。 以下 「訪問通所サービス通知」 という

　　　

。）第一の１の（１）から鯉）までを準用する。

　　

（２） 届出に係る加算等の算定の開始時期

　　　

届出に係る加算等については、 届出が受理された日が属する月

　　

の翌月 （届出が受理された日が月の初日である場合は当該月） か

　　　

ら算定を開始するものとする。

　

２

　

届出事項の公開等

訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。
第二

　

居宅サービス単位数表 （短期入所生活介護費から特定施設入居者

　

生活介護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表

　

１

　

通則

　

（１） 算定上における端数処理について

　

訪問通所サービス通知の第二の１の（１）を準用する。
（２） 入所等の日数の数え方について

①

　

短期入所、 入所又は入院の日数については、 原則として、 入

　

所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。
②

　

ただし、 同一敷地内における短期入所生活介護事業所、 短期

　

入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設 （以下②及び

　

③において 「介護保険施設等」 という。）の間で、 又は隣接若し

　　

くは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員

‐ １ ‐



ホ

　　

ヘ

病院療養病床短期入所療養介護費の （ｍ）、 病院療養病床経

過型短期入所療養介護費の （□）、 ユニット型病院療養病床

短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入
所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費
又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、 当該事業

所の区分に応じ、 認知症疾患型短期入所療養介護費の （１）、

　

（ＩＶ） 若しくは （Ｖ）、 認知症疾患型経過型短期入所療養介

護費、 特定認知症疾患型短期入所療養介護費若・し
くはユニッ

　

ト型認知症疾患型短期入所療養介護費の（１）若しくは（□）

の所定単位数に１００分の９０を乗じて得た単位数が算定される。

ｅ

　

なお、 医師の配置について、 人員基準欠如による所定単位

数の減算が適用される場合は、 医療法施行規則 （昭和２３年厚

生省令第５０号） 第４９条の規定が適用される病院に係る減算は

適用されない。

　

特定診療費については、 別途通知するところによるものとす

ること。
施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務

等看護 （１） から（Ｗ） までを算定するための届出については、
本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば、
短期入所療養介護については行う必要がないこと。

　

病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくはユニット型

病院療養病床経過型短期入所療養介護費又は認知症疾患型経過
型短期入所療養介護費については、平成２４年３月３１日において、
当該短期入所療養介護費を算定している場合に限り算定できる
ものである。
（新設）

　　

においては、 病院療養病床短期入所療養介護費の （ｍ）、

　　

病院療養病床経過型短期入所療養介護費の （□）、 ユニッ

　　

ト型病院療養病床短期入所療養介護費、 ユニット型病院療

　　

養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病

　　

床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護

　　

費にあっては、 当該事業所の区分に応じ、 認知症疾患型短

　　

期入所療養介護費の （１）、（Ｗ‐） 若しくは （Ｖ）、 認知症

　　

疾患型経過型短期入所療養介護費、 特定認知症疾患型短期

　　

入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所

　　

療養介護費の （１） 若しくは （□） の所定単位数に１００分

　　

の９０を乗じて得た単位数が算定される。

　

ｅ

　

なお、 医師の配置について、 人員基準欠如による所定単

　　

位数の減算が適用される場合は、 医療法施行規則 （昭和２３

　　

年厚生省令第５０号） 第４９条の規定が適用される病院に係る

　　

減算は適用されない。
ホ

　

特定診療費については、 別途通知するところによるものと

　

すること。
へ

　

施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤

　

務等看護 （１） から （ＩＶ） までを算定するための届出につい

　

ては、 本体施設である介護療養型医療施設について行われて

　

いれば、 短期入所療養介護については行う必要がないこと。

　

ト

　

病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくはユニット

　

型病院療養病床経過型短期入所療養介護費又は認知症疾患型

　

経過型短期入所療養介護費については、 平成２４年３月３１日に

　

おいて、 当該短期入所療養介護費を算定している場合に限り

　

算定できるものである。
②

　

病院療養病床短期入所療養介護費 （１）（亘）、（ｉａ）、（ｖ）

若 しく は （汎） 若 しく は．（ロ） （ｉｉ） 若 しく は （勾） 又はユニ

　

ット型病院療養病床短期入所療養介護費 （□）（ｍ）（Ｖ） 若し

　

くは （Ｗ） を算定するための基準について

　

イ

　

当該介護療養型医療施設における短期入所療養介護につい

　　

て、 適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日

　　

においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場

　　

合は、 当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の

　　

届出を行い、 届出を行った月から当該届出に係る短期入所療

－

　

３７

　

－



養介護費を算定することとなる。 （ただし、 翌月の末日にお

　

いて当該施設基準を満たしている場合を除く。）

ロ

　

施設基準第１４号ニ｛２）口ａについては、 ハに示す重篤な身体

　

疾患を有する者とニに示す身体合併症を有する認知症高齢者

　

の合計についてへに示す方法で算出した割合が、 基準を満た

　

すものであること。 ただし、 同一の者について、 重篤な身体

　

疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者

　

の基準のいずれにも当てはまる場合は、 いずれか一方にのみ

　

含めるものとする。 なお、 当該基準を満たす利用者について

　

は、 給付費請求明細書の摘要欄に、ノ・又はニに示すいずれの

　

状態に適合するものであるかについて、 記載要領に示す記号

　

を用いてその状態を記入すること。
ノ・

　

施設基準第１４号ニ（２）口ａの 「重篤な身体疾患を有する者」

　

とは、 次のいずれかに適合する者をいう。

　

ａ

　

Ｎ

　

ＹＨＡ分類ｍ以上の慢性心不全の状態

　

ｂ

　

Ｈｕｇｈ‐Ｊｏｎｅｓ分類Ｗ以上の呼吸困難の状態又は連続する１

　　

週間以上人工呼吸器を必要としている状態

　

ｃ

　

各 週 ２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、 かつ、 次

　　

に掲げるいずれかの合併症を有する状態。 なお、 人工腎臓

　　

の実施については、 他科受診によるものであっても差 し支

　　

え な い。

　　

（ａ） 常時低血圧 （収縮期血圧が９ｏｍｍＨｇ以下）

　　

（ｂ） 透析アミロイ ド症で手根管症候群や運動機能障害を呈

　　

するもの

　

（ｃ） 出血性消化器病変を有するもの

　

（ｄ） 骨折を伴う二次性副甲状腺機能冗進症のもの

ｄ

　

Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ分類Ｃ以上の肝機能障害の状態

ｅ

　

連続する３日以上、ＪＣＳＩＯＯ以上の意識障害が継続 してい

　

る状態

ｆ

　

単一の凝固因子活性が４０％未満の凝固異常の状態・

且

　

現に経ロにより食事を摂取している者であって、 著しい

　

摂食機能障害を有し、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造

　

影剤使用撮影」 をいう。）又は内視鏡検査 （医科診療報酬点

　

数表中 「喉頭ファイバースコピー」 をいう。）により誤嚇が

　

認められる （喉頭侵入が認められる場合を含む。）状態

‐ ３８ ‐



ニ

　

施設基準第１４号ニ（２）口ａの 「身体合併症を有する認知症高

　

齢者」 とは、 次のいずれかに適合する者をいう。

　

ａ

　

認知症であって、 悪性腫蕩と診断された者

　

ｂ

　

認知症であって、 次に掲げるいずれかの疾病と診断され

た者
（ａ） パーキンソン病関連疾患 （進行性核上性麻癖、 大脳皮

　

質基底核変性症、 パーキンソン病）

（ｂ） 多系統萎縮症 （線条体黒質変性症、 オリーブ橋小脳萎

　

縮症、 シャイ・ ドレーガー症候群）

（ｃ） 筋萎縮性側索硬化症
（ｄ） 脊髄小脳変性症

（ｅ） 広範脊柱管狭窄症
（ｆ） 後縦朝帯骨化症
（ｇ） 黄色靭帯骨化症
止） 悪性関節リウマチ

　

ｃ

　

認知症高齢者の日常生活自立度のランクｍｂ、 Ｗ又は隅こ

　

該当する者
ホ

　

施設基準第１４号ニ（２）口ｂの 「経管栄養」 の実施とは、 経鼻

　

経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。 ま

　

た、 過去１年間に経管栄養が実施されていた者であって、 経

　

口維持加算を算定されているものについては、 経管栄養が実

　

施されている者と して取り扱うものとすること。 「イ ンスリ

　

ン注射」 の実施においては、 自ら実施する者は除くものであ

　

ゑ三豊キ
ヘ

　

施設基準第１４号ニ（２）□ａ及びロｂの基準については、 次の

　

いずれかの方法によるものとし、 小数点第３位以下は切り上

　

げることとする。 なお、 ここにおいて入院患者等 （当該療養

　

病棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入院患者を

　

いう。 以下３において同じ。）とは、 毎日２４時現在当該施設に

　

入院している者をいい、 当該施設に入院 してその日のうちに

　

退院又は死亡した者を含むものであること。

　

ａ

　

月 の末日における該当者の割合によることとし、 算定日

　　

が属する月の前３月において当該割合の平均値が当該基準

　　

に適合していること

　

ｂ

　

算定日が属する月 の前３月 において、 当該基準を満たす

‐ ３９ ‐



に必要なリハビリテーションを、 機能訓練室の内外を問わ

‐ ４０

　

－



ず、 また時間にこだわらず療養生活の中で随時行い、 入院

　　　　　　　

鮎の‘、

　　

蓋に努めなければならないこと

り

　

施設基準第１４号ニ（２）岡における 「地域に貢献する活動」 と

は、 以下の考え方によるものとする。

ａ

　

地域との連携については、 基準省令第３３条において、 地

　

域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等

　

の地域との交流に努めなければならないと定めているとこ

ろであるが、 療養機能強化型介護療養型医療施設である医

療機関においては、 自らの創意工夫によって更に地域に貢

献する活動を行うこと。
ｂ

　

当該活動は、 地域住民への健康教室、 認知症カフェ等、

　

地域住民相互及び地域住民と当該介護療養型医療施設であ

る医療機関の入院患者等との交流に資するなど地域の高齢

　

」
、

　

と参加の場を提供するものであるよう努めること。

ｃ

　

当該基準については、 平成２７年度に限り、 平成２８年度中

　

に当該活動を実施する場合を含むものとしているところで

　　　

言

　

こ ・いて地

　

の実情に合わせ こ

　

言・

　

ｎ

　

‐い

可能な限り早期から実施することが望ましいものであるこ

と。 また、 既に当該基準に適合する活動を実施している医

療機関においては、 更に創意工夫を行うよう努めることが

望ましい。
診療所短期入所療養介護費 （１）（ｎ）、（温）、（ｖ）、 若しく

（新設）
は （遁） 又はユニット型診療所短期入所療養介護費 （Ｄ）（ｍ）

（Ｖ） 若しくは （Ｗ） を算定するための基準について

②を準用する。 この場合において、 ②ホ中 「経鼻経管又は胃
－ 廿し

　

は

　

ろうによる栄養の実施」 とあるのは 「経鼻経管、

しくは腸ろう又は中心静脈栄養による木

　

の

同ト中 「同号ニ｛２）日ａからｃまでのすべてに適合する入院患者

等の入院延べ日数が、 全ての入院患者等の入院延べ日数に占め

る割合」 とあるのは 「同号ニ（２）日ａからｃまでのすべてに適合

する入院患者等の入院延べ日数が、 全ての入院患者等の入院延

べ日数に占める割合と、１９を当該診療所の介護保険適用病床数

で除した数との積」 と読み替えるものとする。
｛６） 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について

　

イ

　

指定短期入所療養介護費は、 施設基準第１５号に規定
（７） 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について

指定短期入所療養介護費は、 施設基準第１５号に規定する基準
イ

　

指定短期入所療養介護費は、 施設基準第２３号に規定する基準

‐ ４１

　

－



（ｉｉ）

　

ユニットに属さない病室を改修 したものについ

　

ては、 入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とし

　

た上で、 病室を隔てる壁について、 天井との間に一

　

定の隙間が生じていても差し支えないこと。

　　

（ｄ） ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ニ

　

機能訓練室が内法による測定で４０平方メートル以上の床面

　

積を有すること。
ホ

　

入院患者１人につき１平方メートル以上の広さを有する食

　

堂、 及び浴室を有すること （ユニッ ト型個室及びユニット型

　

準個室を除く。）。
（新設）

②

　

診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介

　

護療養施設サービス費 （施設基準第６３号において準用する施設

　

基準第１７号チ及びリ）

　

イ

　

療養病室が、 次の基準を満たすこと。

　　

ａ ユニット型でない場合

　　

（ａ） －の病室の病床数が４床以下であること。
化） 入院患者１人当たりの病室の床面積が６．４平方メートル

以上であること。

（ｎ）

　

ユニットに属さない病室を改修 したものについ

　

ては、 入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とし

　

た上で、 病室を隔てる壁について、 天井との間に－

　

定の隙間が生じていても差し支えないこと。
（ｄ） ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

ニ

　

機能訓練室が内法による測定で４０平方メートル以上の床面

　

積を有すること。

　

ホ

　

入院患者１人につき１平方メートル以上の広さを有する食

　

堂、 及び浴室を有すること （ユニット型個室及びユニット型

　

準個室を除く。）。
②

　

療養型介護療養施設サービス費 （１）（ｉｉ）、（ｉｉｉ）、（ｖ） 若
しく は （汎）、 （ロ） （ｕ） 若 しく は （ｉｖ） 又はユニッ ト型療養

型介護療養施設サービス費 （□）（ｍ）（Ｖ） 若しくは （Ｗ） を

算定するための基準について

す利用者については、 給付費請求明細書の摘要欄に、ノ、又はニ

に示すいずれの状態に適合するものであるかについて、 記載要

領に示す記号を用いてその状態を記入すること。」 とあるのは、
「当該基準を満たす患者については、 給付費請求明細書の摘要

欄に、ノ・又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかに
つ い

　　

ｉ

　

、

　　

こ示

　

≧

　

。

　　

い てそ の、、態 を 記 入

　

る こ

また、 すべての患者 （短期入所療養介護の利用者を除く。） に

ついて、 医療資源を最も投入した傷病名を、 医科診療報酬にお
ける診断群分類（ＤＰＣ）コー ドの上６桁を用いて記載すること。」

と読み替えるものとする。 なお、ＤＰＣコー ドの上６桁を用いた傷

病名については、 平成２７年度中においては記載するよう努める
ものとし、 詳細は別途通知するところによるものとする。

③

　

診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介

　

護療養施設サービス費 （施設基準第６２号において準用する施設

　

基準第１４号チ及びリ）
イ

　

療養病室が、 次の基準を満たすこと。

　

ａ ユニット型でない場合

　

（ａ） －の病室の病床数が４床以下であること。
（ｂ） 入院患者１人当たりの病室の床面積が６．４平方メートル

　

以上であること。
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（ｃ） 隣接する廊下の幅が内法による測定で１．８メートル （両
側に居室がある廊下については、２．７メートル） 以上であ

ること。

　

ユニット型の場合

（ａ） －の病院の定員は、 １人とすること。 ただし、 入院患

　

者への介護療養施設サービスの提供上必要と認められる

　

場合は、 ２人とすることができること。
街） 病室は、 いずれかのユニットに属するものとし、 当該

　

ユニッ トの共同生活室に近接 して一体的に設けること。

　

ただし、 一のユニットの入院患者の定員は、 概ね１０人以

　

下としなければならないこと。

ｂ

（ｃ） －の病室の床面積等は、 次のいずれかを満たすこと。
（ｉ）

　

１０．６５平方メー トル以上とすること。 ただし、（ａ）

　

ただ し書の場合にあっては、２１．３平方メー トル以上

　

とすること。
（ｉｉ）

　

ユニットに属さない病室を改修 したものについ

　

ては、 入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とし

　

た上で、 病室を隔てる壁について、 天井との間に一

　

定の隙間が生じていても差し支えないこと。

　　

（ｄ） ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ

　

入院患者１人につき、 １平方メートル以上の広さを有する

　

食堂、 及び浴室を有すること （ユニット型個室、 ユニット型

　

準個室を除く。）。
（新設）

（ｃ） 隣接する廊下の幅が内法による測定で１．８メートル （両

　　

側に居室がある廊下については、２．７メー トル） 以上で

　

あること。
ｂ

　

ユニット型の場合

（ａ） －の病室の定員は、 １人とすること。 ただし、 入院患

　　

者への介護療養施設サービスの提供上必要と認められる

　　

場合は、 ２人とすることができること。
街） 病室は、 いずれかのユニットに属するものとし、 当該

　　

ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。

　　

ただし、 一のユニットの入院患者の定員は、 おおむね１０

　　

人以下としなければならないこと。
（ｃ） －の病室の床面積等は、 次のいずれかを満たすこと。

　　

（ｉ）

　

１０．６５平方メー トル以上とすること。 ただし、（ａ）

　　　

ただし書の場合にあっては、２１．３平方メー トル以上

　　　

とすること。

　　

（ｉｉ）

　

ユニットに属さない病室を改修 したものについ

　　　

ては、 入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とし

　　　

た上で、 病室を隔てる壁について、 天井との間に一

　　　

定の隙間が生じていても差し支えないこと。
（ｄ） ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

　

ロ

　

入院患者１人につき、 １平方メー トル以上の広さを有する

　

食堂、 及び浴室を有すること （ユニット型個室、 ユニット型

　

準個室を除く。）。
＠

　

診療所型介護療養施設サービス費 （１）（ｎ）、（ｍ）、（ｖ）、
若しくは （汎） 又はユニット型診療所型介護療養施設サービス

費 （虹）（ｍ）（Ｖ） 若しくは （Ｗ） を算定するための基準につ
し、て

　

３の（５）③を準用する。 この場合において、「当該基準を満た

す利用者については、 給付費請求明細書の摘要欄に、ノ、又はニ

に示すいずれの状態に適合するものであるかについて、 記載要

領に示す記号を用いてその状態を記入すること。」 とあるのは、
「当該基準を満たす患者については、 給付費請求明細書の摘要

欄に、ノ・又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかに

つ い

　　

１

　　　　

こ示

　

１ 。

　　

いてその状

　

を記入

　

るこ

また、 すべての患者 （短期入所療養介護の利用者を除く。） に
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③

　

認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型

　

介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養

　

施設サービス費 （施設基準第６３号において準用する施設基準第１

　

７号ルからワまで）

　

イ

　

看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。

　

ロ

　

医師及び介護支援専門員の員数が、 いわゆる人員基準欠如

　　

になっていないこと。

　

ノ・

　

老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと。

　　

ａ

　

－の病室の病床数が４床以下であること。

　　

ｂ

　

入院患者１人当たりの病室の床面積が６．４平方メートル以

　　　

上であること。

　　　

ｃ

　

隣接する廊下の幅が内法による測定で１‐８メー トル （両側

　　　

に居室がある廊下については、２．７メー トル） 以上であるこ

　　　

と。 ただし、 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費

　　　

を算定する介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下

　　　

については、１．２メートル （両側に居室がある廊下について

　　　

は、１．６メートル） 以上とする。
回

　

介護療養施設サービス費を算定するための基準について

　

①

　

介護療養施設サービス費は、 施設基準第６７号に規定する基準

　　

に従い、 以下の通り、 算定すること。

　　

イ

　

施設基準第６７号イに規定する介護療養施設サービス費

　　　

介護療養施設サー ビスが、 ユニットに属さない居室 （定員

　　

が一人のものに限る。） （「従来型個室」 という。）の入院患者に

　　

対して行われるものであること。

　　

ロ

　

施設基準第６７号ロに規定する介護療養施設サービス費

　　　　

介護療養施設サー ビスが、 ユニットに属さない居室 （定員

　　　

が２人以上のものに限る。） （「多床室」 という。）の入院患者に

　　

対して行われるものであること。

　　

ノ・ 施設基準第６７号ハに規定する介護療養施設サービス費

　　　　

介護療養施設サービスが、 ユニットに属する居室 （健康保

　

ついて、 医療資源を最も投入した傷病名を、 医科診療報酬にお

　

ける診断群分類（ＤＰＣ）コー ドの上６桁を用いて記載すること。」

　

と読み替えるものとする。 なお、ＤＰＣコー ドの上６桁を用いた傷

　

病名については、 平成２７年度中においては記載するよう努める

　

ものとし、 詳細は別途通知するところによるものとする。

⑤

　

認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型

　

介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養

　

施設サービス費 （施設基準第６２号において準用する施設基準第１

　

４号ルからワまで）

　

イ

　

看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。

　

ロ

　

医師及び介護支援専門員の員数が、 いわゆる人員基準欠如

　　

になっていないこと。

　

ノ・

　

老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと。

　　

ａ

　

－の病室の病床数が４床以下であること。

　　

ｂ

　

入院患者１人当たりの病室の床面積が６．４平方メートル以

　　　

上であること。

　　　

ｃ， 隣接する廊下の幅が内法による測定で１．８メー トル （両側

　　　

に居室がある廊下については、２．７メートル） 以上であるこ

　　　

と。 ただし、 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費

　　　

を算定する介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下

　　　

については、１．２メー トル （両側に居室がある廊下について

　　　

は、１．６メートル） 以上とする。
回

　

介護療養施設サービス費を算定するための基準について

①

　

介護療養施設サービス費は、 施設基準第６６号に規定する基準

　

に従い、 以下の通り、 算定すること。

　

イ

　

施設基準第６６号イに規定する介護療養施設サービス費

　　　

介護療養施設サー ビスが、 ユニットに属さない居室 （定員

　　

が一人のものに限る。） （「従来型個室」 という。）の入院患者に

　　

対して行われるものであること。

　　

ロ

　

施設基準第６６号ロに規定する介護療養施設サービス費

　　　

介護療養施設サー ビスが、 ユニットに属さない居室 （定員

　　

が２人以上のものに限る。） （「多床室」 という。）の入院患者に

　　

対して行われるものであること。

　　

ノ・

　

施設基準第６６号ハに規定する介護療養施設サービス費

　　　

介護療養施設サービスが、 ユニットに属する居室 （指定介
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